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国は「日本再興戦略」の 1つ として、「中古住宅流通・リフォーム市場の

規模を倍増」のための取り組みを進めています。ス トック型の住宅市場

への転換を図るため、住宅リフォームの適切な実施がますます重要に

なつています。

こうした中、第31回を迎えた「住まいのリフォームコンクール」では、今ま

でのリフォーム作品に加え、リフォームを実現する地域リフォーム推進体

制 (ビジネスモデル)に関する部門を新設しました。

今年も全国各地からの住宅リフォーム事例のご応募をお待ちしています。
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本コンクールは、全国各tで■工さねた住宅 リフォームの事炉:を募 り、住まいとして優秀な事例について建築主

(施主)。 設計者 施工者を表彰し、これを消費者や事業者に広く紹介することにより、住宅リフォームの促進とその水準

の向上を図ることを目的としています3

今年度より、消費者の満足度、計画・設計プロセス上の工夫、地域経済・環境への貢献等、幅広い社会的意義に着目

するとともに、これまでのリフォーム作品に加えて、リフォームを実現する地域リフォーム推進体制 (ビジネスモデル)の

部門を新設しました。

現在、リフォーム市場の大半を地域の工務店等が担つており、こねらの者が良質なリフォームの推進をすることが

期待されています。また、業者間の連携等によるリフォームの新 しい推進体制の構築も模索されています。「ビジネス

モデリ♭部門Jは 、そのような状況を踏まえ、リフォーム推進体制の合理化等を図り、良質リフォームエ事を行つている

地域のリフォーム事業者や、事業グループ・団体について表彰し、奨励することを目的に新設しました。
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応募条件

(1)応募者の要件

応募者は、応募作品の住宅の建築主 (施主)、 設計者、施工者とします。

・建築主が応募する場合は、必ず設計者及び施工者に応募する旨を伝え、応募登録書に社名・担当者名等を記入して

ください。

・設計者又は施工者が応募する場合は、必ず建築主の同意を得たうえで、応募登録書に建築主名を記入してください。

(2)応募対象

平成24年 フ月から平成26年 6月 の応募締切までの間に、リフォームエ事が完了したもので、下記の条件を満たす

ものを対象とします。

。ここで言う「リフォーム」とは、増築、改築、模様替え、修繕等をいいます。

・リフォーム後に住宅 (マ ンションの共用部分やグループホーム等の福祉系居住施設を含む)で、国内にあるものに

限ります。

・住宅の構造、建方形式は問いません。

・建築基準法等関係法令の各種規定を遵守しているものを対象とします3

(3)その他

応募対象となるリフォームエ事の中でも、工事金額が少ない小規模なリフォームエ事やマンシ∃ン共用部分の大規

模修繕工事など、また、リフォームプロセスにおける課題の解決方法に着目した事例などについても、幅広く募集

します。

提出書類

1つの住宅につき、 1作品を応募してください。同一住宅にて複数作品の応募はできません。

作品ごとに次のC000を 作成し、事務局まで郵送してください。

0「応募登録書 (作品部門)J(所定の事項を記入したもの)<A3判 1枚 >
※A3半Jが出力できない場合は、A4半」を貼り合わせてA3半Jで提出してください。

(3「応募用紙 (作品部門)」 (写真、図面を貼付し、所定の事項を記入したもの)<A3半」1枚 >

※A3半」が出力できない場合は、A4半Jを貼り合わせてA3半」で提出してください。

0「補足資料 (作品部門)J<A4半Jl～ 2枚程度>

●「審査手数料の郵便振替払込請求書兼受領讀 写)貼付用紙」<A4半」1枚 >

※複数の作品を応募し、手数料をまとめて振り込む場合は、●の貼付用紙は 1枚で結構です。

的目



応募条件

(1)応募者の要件

応募者は地域に根ざした、次のようなリフォーム推進体制 (注 )を構築している事業者、事業グループ・団体で、平成

26年 6月の応募締切時において、当該推進体制のもとで行つたリフォームエ事の実績があるもの。グループ・団体

で応募される場合は、構成員の了解を得てくださしヽ。

なお、要件に該当するか疑間がある場合は、事務局までお問い合わせください。

(注)地域に根ざしたリフォーム推進体制とは、次のようなものが想定されます。

【想定される事業主体の例】

・地域のリフォーム事業者

・地域の設計事務所や工務店、設備会社等が連携したリフォーム事業グループ・団体

・中古住宅流通、資材生産・供給、金融等異業種とリフォーム事業等とが連携したもの

【想定される仕組みの例】

・消費者の安全・安心を高めるための受注方法、価格の透明化、相談窓□、履歴記録、メンテナンスサービス

・住宅の性能・品質を向上させるための建物調査・診断、仕様・検査のルール化、人材育成

・新材料・新工法、 丁利用等による工事・業務の合理化、コストダウン

・地域材、リサイクル材の利用促進等地域産業の振興
。まちづくりとリフォームの連携

・中古住宅流通とリフォームの連携

(2)応募対象

(1)の応募者の要件を満たす事業者、グループ・団体の構成員が、このリフォーム推進体制の下で、平成23年フ月か

ら平成26年 6月 の応募締切までの間にリフォームエ事を完了したもので、下記の条件を満たすものが複数あるものを

対象にします。応募には、リフォーム推進体制の内容と完了したリフォームエ事のうち2作品をあげてください。

・ここで言う「リフォーム」は増築、改築、模様替え、修繕等をいいます。

・リフォーム後に住宅 (マ ンションの共用部分やグループホーム等の福祉系居住施設を含む)で、国内にあるものに

限ります。

・住宅の構造、建方形式は問いません。

・建築基準法等関係法令の各種規定を遵守しているものを対象にします。

(3)その他

リフォーム推進体制とリフォームエ事を総合的に審査しますので、リフォームエ事が工事金額の少ない小規模なも

のやデザイン性が必ずしも高くないものであつても、ふるつてご応募くださしヽ。

同年度のコンクールの作品部門と同じ作品での重複応募はできませんが、過去のコンクールで作品を応募されたも

のをビジネスモデル部門で応募すること、来年度以降のコンクールの作品部門に今回提出いただき入賞された作品

以外の作品を応募することは可能です。また、今回ビジネスモデル部門に応募いただいたにもかかわらず入賞され

なかつたビジネスモデルは、次国以降に再度応募することは可能です。

提出書類

1つのビジネスモデルにつき、1つの応募です。

1応募ごとに①②O④を作成し、事務局まで郵送してください。また、別途、②応募用紙 (関連資料等を除く)は、

電子フアイル (MS執わrd)で作成 し、タイ トルを「第31回 住まいの リフォームコンクール応募書類」とし、

refttrm@chord ttripま でメールしてください。

①「応募登録が ビジネスモデル部門)」 (所定の事項を記入したもの)<A4判 1枚 >

②「応募用紙 (ビジネスモデル部門)」 (所定の事項を記入したもの)<A4判 4枚上限>

補足がある場合………「補足資料」を使用し、応募用紙で書ききねない技術的な内容や補足が必要な事項について

記載し、添付。<A4半」適宜>

③「応募図面 (ビジネスモデル部門)」 (写真、図面を貼付し、所定の事項を記入したもの)<A4判 2枚 >

④「審査手数料の郵便振替払込請求書兼受領証 (写 )員占付用紙」<A4半」1枚>
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当財団ホームページ (http://www chord.orip/tOke1/contest_01.htmDか ら、各部門の所定様式をダウンロード

してください。 (無料)

| 
。応募に関するQ&Aについては、当財団ホームページ (httpプ /www.chOrd Or.jp/tokei/cttntest_01.html)を

|  ご覧ください。

| 
。また、応募用紙等の作成に際しては、「応募用紙の作成方法」をご参照ください。

t

〈作品部門〉

①応募登録書 (作品部門)

②応募用 紙 (作品部門)

③補足資料 (作品部門)

④審査手数料の郵便振替払込請求書

兼受領証 (写)貼付用紙

郵便振替口座番号

加入者名

〈ビジネスモデル部門)

C応募登録書 (ビジネスモデル部門)

●応募用紙 (ビジネスモデル部門)

0応 募 図面 (ビジネスモデル部門)

●審査手数料の郵便振替払込請求書

兼受領証 (写)貼付用紙

● ● 00000● oo00oo● ● ● oooooooo000000000● 00000000000

審査手数料は、作品部門、ビジネスモデル部門とも、1応募につき2,000円 (消費税込)です。応募前に、下記の郵便

振替□座 (振込先)に お振り込みくださいc tdお 、一旦収納した審査手数料は、原則として返還いたしません。

また、振り込みの際は「通信欄Jに 「リフォームコンフール審査手数料」と明記してくださ_i。

応募作品が複数ある場合は、審査手数料をまとめてお振り込みいただいても構 _lま せんが、その場合は、必ず「通信
llTIJに 「リフォームヨンクール審査手数料

=件
分Jと応募数を明記してくださいc

振 込 先

00130-8-82
公益財団法人 住宅リフォーム

701
・紛争処理支援センター

● ● 00000000● 000o00ooo● 000o00000000000● 00000000●

〒102‐0073 東京都千代田区九段北 4‐ 1¨7 九段センタービル 3階

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 「住まいのリフォームコンクール」係

0000000ooo000oo00ooo00ooo000000● 00000● 00000000

4月 フ日 (月 )

6月 27日 (金 )

7月上旬～ 7月 下旬

7月下旬～ 8月 中旬

9月 中旬

10月 中旬

10月 下旬

募集開始 (応募登録書等のダウンロー ド開始)

募集締切 (必着 )

書類審査

現地審査

審査結果発表

国土交通大臣賞の表彰 (住生活月間中央イベントにて)

入賞者表彰式 。発表会

※振込手数料は各自ご負担願います。

応募登録書・

送 付 先

スケジュニル
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・審査は、下記の1順序で行います .

【書類審査】
提出さねた書類により審査 し、入賞候補作品を決定 します。

【現地審査I

特別賞候補作品については、審査委員が現地を直接訪問し、当該住宅などの調査と応募者や居住者へのヒアリング

等による確認を行つた上で、受賞作品を決定します。

・所定の 「応募登録書J「応募用紙」を使用していないもの、「応募用紙の作成方法」に従つていないもの、また、審査

手数料の振込が確認できないものは、審査の対象となりません。

・審査過程において、質問や追力□資料の提出をお願いすることがあります。

■ 審査基準

<作品部門>
次のいずねかの観点で評価できるもの。

1 消費者・居住者の参画や事業者の努力等により、顧客満足度の向上が図らねているもの。

2 社会やライフスタイルの変化に対応し居住者の暮らしのあり方を提案しているもの。

3 住宅の各種性能の維持・向上がうまく図られ、住宅資産価値の向上が期待できるもの。

4 地産地消等地域産業振興や中古住宅流通促進、コス トダウン等住宅生産の合理化に寄与しているもの。

5 マンションの耐震改修等共用部分の改良、地域環境への配慮その他リフォーム計画プロセスにおいて大きな努力

がみられるもの。

くビジネスモデル部門>
リフォームの推進体制のモデルとして先導性が高く、または波及性・普及性が大きいもので、次のような観点から

評価できるもの。

1 顧客二―ズヘの対応等から顧客満足度の向上が図られて_iる もの。

2 現場における技術の向上、生産の合IIP化が図られているものc

3 地域活性化やまちづくりに寄与するなど、地域における社会的または経済的効果が大きしヽもの。

4 リフォーム推進のプロセスにおいて、将来性の高い新たな試みを実施しているもの。

● ● ● ● ● ● ● 000000000● 0● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 00● 000000000

(1)審査結果は、平成 26年 9月 中旬に入賞者に文書で通矢□するほか、入賞一覧を当財団のホームページに掲載します。

なお、入賞者以夕ヽには文書による通知はいたしませんこ

(2)国土交通大臣賞受賞者 ま10月 中旬に開催予定の住生活月間中央イベン トにおいて表彰さllま すG

(3)入賞者の表彰式と、特別賞受賞者による作品発表会を、10月 下旬に行いますc

● ● 0000● ● 0000000000000000000● 0000000000000
■
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東京工芸大学 工学部建築学科 准教授

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 副理事長

審 査 方 法

1審 査 委 員 徹称略)
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特 別 賞 (4賞 +数賞)

。国土交通大臣賞 ………   ……………………………………………………………………………………………………………… (1点)賞状・言己念品

総合的に全てに優秀で、,肖 費者及び事業者に広く普及すべき内容のもの

。独立行政法人 住宅金融支援機構理事長賞 …………………………… … … ………………………… …  (1点 )賞状・言己念品

住宅の性能向上が総合的に図られ、今後の住生活の示唆となるもの

。公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞 ………………………………………………(1点)賞状・記念品

居住者または事業者の努力により、居住者の住生活満足度の向上に大いに成功 しているもの

。一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会会長賞 ………………………………………………………………………… (1点)賞状・記念品

住宅の性能向上が巧みに図られ、また新しい技術の方向を示しているもの

。分野別特別賞………………………………………………………………………………………………………………………………………… (数点)賞状・言己念品

総合的に優秀と認められ、マンションの長寿命化を図る作品、地域の産業振興、まちづくりに

著 しく寄与した活動等社会的意義の高い特長を有するもの (分断を付記して表彰)

優 秀 賞   …  ………………………………………………………………………… … …………………… …… …  (20点程度)賞状

総合的に優秀と認めらねるもの

企 画 賞  ……   ………………… …    …………………………………………………………………… …… 轍 点)賞状

アイデアや一定の技術・特長を有する内容のもの

また、入賞者 (設計担当者または施工担当者として応募登録書に記載されている方)で、増改築相談員またはマンション

リフォームマネジャー資格をお持ちの方を併せて表彰 します。

・増改築相談員奨励賞……………………………………………………………  …  ………………… ……    (数 点)賞状

・マンションリフォームマネジャー奨励賞  ………………………………………… ………………………(数点)賞状

00000000000● 000● 00000000000000000000000000

(1)提出さllた資料は理由の女□何を問わず返却しません。

(2)応募作品は、本コンクールの目的にのみ使用いたします。また、入賞作品については、当財団が新聞、雑誌、ホー

ムページ等を通 じて公表することができるものとします.なお、記載された氏名などの応募者に係る個人情報は、

当員オロ個人情報保護方針 (ホームページにて公開)に基づき、適切に管理いたします。

(3)入賞作品は、設計・施工の会社名・担当者名をイTし て、平成 26年 10月 開催予定の「住生活月間中央イベン トJの

会場で展示するほか、各地で開催される住宅フェア、展示会、ホームページ、入賞作品集等で一般公開する予定です。

(4)入賞作品については、展示パネルの作成及び入賞作品集の発干」等のため、写真データ等の提出 (無償)をお願いす

ることがありますので予めご了承ください.また、写真データ等の使用については、撮影者の同意を得ておいてい

ただき、写真使用時に撮影者名の明記が必要な場合は、応募用紙にその旨ご言己入ください。

0000000000000000000000000000000000000000000000● 000

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター  「住まいのリフォームコンク…ル」係

〒102-0073 東京都千代田区九段北417 九段センタービル3階

丁EL:03-3261-456ア   FAX:03-3261-935ア
ホームページ http:〃www chord orip/tOkei/contest_01.htm[  E mall reforrla@chord orip

「第31回住まいのリフォームコンクール 入賞作品集」<A4版 >(平成26年 11月 発行予定)

応募者には希望により入賞作品集を無料で配布しますc切手 300円 分を貼った封筒 (角 2サイズ)こ送付先を記入し、

応募時に作品に同封してくださいっただし、応募者 1名 につき 1冊とさせていだきます。

応募作品の取り扱い

事務局

響      導


